
29 

※ 医師及び看護部職員については、以下の勤務を選択することができます（医学部 附属病

院勤務者の特例）。 
 

 
 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する職員（注の職員に限る。）は、請求すること

により、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、１日の勤務時間や１週間の勤務日数を短縮するこ

とができます。 

  ※「子」･･･養子及び法律上の親子関係に準ずる関係にある子を含む。 
 

（注） 請求することができる職員 

   小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する職員のうち次の職員 

    (1) 医師（医学部附属病院において診療に従事する医学部又は医学部附属病院の教員、任期

付病院医師（病院助教）） 

    (2) 看護部職員 

   ※ ただし、任期付代替職員及び非常勤職員を除く。 

 

 請求できる勤務形態 

   次の範囲内で希望する勤務形態とし、期間中の勤務時間帯及び勤務曜日は固定（中途変更可） 

    週１０～３０時間勤務 

      １日当たり      ：３～７時間４５分（１時間単位（７時間４５分を指定する場合を除く。）） 

      １週間当たり：５日以内（原則月～金のうち５日以内） 

 

 利用できる期間 

   子が小学校就学の始期に達する（６歳の誕生日の前日の属する年度の３月３１日）まで 

                                           

 請求の単位 

   月の１日から末日までの１か月単位で、１回につき３か月以上の期間（回数制限なし） 

 

 手続き        （提出先）請求者→所属長→各部局担当事務→人事企画課 
 

請 求 事 由 請 求 期 限 提 出 書 類 

請求するとき 
 
 
 
 

開始予定日の１か月前まで 
 
 
 

①育児短時間勤務請求書 
②請求に係る子の出生（予定）年月日が確認でき 

 る書類（母子手帳の写しなど。以下同じ。）（以前に同

一の子について当該制度を利用したことがある場合は

省略可） 

①開始予定日前に請求期間  

を変更したいとき 
②勤務形態を変更したいと  

き（注４） 

「手続き一覧」（39頁）参

照 
 
 

育児申出（請求）内容変更届 
 
 
 

請求を撤回したいとき 開始予定日の前日まで 育児休業等撤回届 

請求に係る子を養育しないこと

となった場合等（注１） 
すみやかに 
 

育児休業等終了届 
 

請求者について、産前・産後休暇

、育児休業又は介護休業等が始ま

るとき（注２） 

当該休暇等の申出期限まで 
 

当該休暇等申出時の提出書類 
 
 

特別養子縁組が不成立等となっ

た場合（注５） 

すみやかに 
 

育児休業等終了届 
 

期間中に制度の利用を中止した

いとき（注４） 
中止する月の前月末日まで 

育児休業等終了届 
 

請求後に、請求に係る子が出生し

たとき 
出生後すみやかに 
 

①育児休業等対象児出生届 
②請求に係る子の出生年月日が確認できる書類 
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 （注１）（注２）２２・２３頁の（注１）及び（注２）参照 

 （注４）月の途中からの勤務形態の変更や制度利用の中止はできません。 

 （注５）２３頁の（注４）参照 

 

 給与 

  ・ 基本給と医師調整手当等諸手当の一部については、フルタイム勤務時の月額に１週間当たりの勤務
時間数の割合（10/38.75～30/38.75）を乗じた額を支給 

  ・ 扶養手当、住居手当、通勤手当等について原則全額支給（ただし、通勤手当については、１週間当
たりの勤務日数が３日未満の場合は半額支給） 

  ・ 勤務実績に応じて支給される手当（特殊勤務手当、当直・宅直手当、時間外手当等）については、
フルタイム勤務時と同様の取扱い（ただし、所定勤務日に時間外勤務をした場合の時間外手当につい
ては、当該勤務日の短縮後の所定勤務時間と当該時間外勤務の時間が合計７時間４５分に達するまで
の時間は、100/100 の支給割合で支給） 

 

 雇用保険 

   １週間当たりの勤務時間数が２０時間未満の場合に、継続加入できないことがあります。 

   （当該勤務開始時時点で、請求に係る子が３歳を超えている場合又は請求に係る子が３歳に達する（３

歳の誕生日の前日）までにフルタイム勤務への復帰が見込まれない場合など。） 

 

 その他 

   当該勤務期間中の年次有給休暇の取得は１日及び時間単位のみとなります（半日単位は不可）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
職員就業規則第46条 

育児・介護休業等規則第16条の２ 


